
経営事項審査の審査基準の改正（令和８年７月１日施行）に伴う再審査申請について 

 

令和８年６月  

指 導 検 査 課  

 
１ 再審査申請とは 

改正前の旧基準で審査済みの審査結果を、改正後の新基準で再計算を行った新しい審査結果に

置き換えるための手続です。再審査申請は義務ではなく、再審査を受けない場合は、旧基準によ

る審査結果が有効なものとして取り扱われます。 

なお、再審査については、今回の改正に係る部分のみ申請可能です。今回の改正に係る部分以

外は修正出来ないため、ご留意ください。 

 

２ 再審査項目 

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無（項番 52） 

建設機械の保有状況（項番 62） 

 

３ 対象者 

再審査申請日時点で改正前の基準による有効(審査基準日から１年７ヶ月以内)な審査結果を有

する者 

 

４ 受付期間 

令和８年７月１日(水)から同年 10月 28日(水)まで 

 

５ 手数料 

無料 

 

６ 申請窓口 

各土木事務所 ※受付日は、土木事務所によって異なりますので、各土木事務所に御確認の上、

申請してください。 

 

７ 再審査申請書類 

＜申請書類＞ 

①様式第 25号の 14「経営規模等評価再審査申立書（令和８年７月再審査用）」（府独自様式） 

②別紙３「その他の審査項目（社会性等）（令和８年７月再審査用）」（府独自様式） 

③建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無に関する提出書類 

④建設機械の保有状況に関する提示・提出書類 

⑤再審査を受けようとする経営事項審査結果通知書の写し(審査基準日から１年７ヶ月以内) 

⑥再審査を受けようとする様式第 25号の 11「経営規模等評価申請書・総合評定値申請書」 

  及び別紙３「その他の審査項目（社会性等）」の副本（土木事務所の受付印がある副本） 

 

※再審査申請書類の詳細については、別紙を御確認ください。 

   

 

 

 

 



別 紙  

 

７ 再審査申請書類について 

 

＜申請書類＞ 

①様式第 25号の 11「経営規模等評価再審査申立書（令和８年７月再審査用）」（府独自様式） 

②別紙３「その他の審査項目（社会性等）（令和８年７月再審査用）」（府独自様式） 

③建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無に関する提出書類 

④建設機械の保有状況に関する提示・提出書類 

⑤再審査を受けようとする経営事項審査結果通知書の写し(審査基準日から１年７ヶ月以内) 

⑥再審査を受けようとする様式第 25号の 11「経営規模等評価申請書・総合評定値申請書」 

   及び別紙３「その他の審査項目（社会性等）」の副本（土木事務所の受付印がある副本） 

＜申請方法＞ 

ア．建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無(項番 52)及び建設機械の保有状況

(項番 62)の両方について再審査申請する場合 

    →上記の①～⑥の書類が必要となります。以下のＡ～Ｅまでのとおり申請してください。 

イ．建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無(項番 52)のみ再審査申請する場合 

    →上記の①～③及び⑤～⑥の書類が必要となります。以下のＡ～Ｂ及びＤ～Ｅまでのとおり 

申請してください。 

ウ．建設機械の保有状況(項番 62)のみ再審査申請する場合 

    →上記の①～②及び④～⑥の書類が必要となります。以下のＡ及びＣ～Ｅまでのとおり申請 

してください。 

Ａ．①～②は、正本１部及び副本２部を提出してください。 

Ｂ．③は、以下の書類を提出してください。 

     ③-1別記様式第７号（正本１部及び副本２部） 

③-2自主宣言制度において宣言していることを証する書面（宣言書）の写し（正本１部 

及び副本１部） 

Ｃ．④は、新たに加点を受けようとする建設機械についてのみ、それぞれ以下の区分に応じて

書類を提示・提出してください。（評価対象となる建設機械の台数は、既に加点を受けた

対象機械と合わせて最大１５台までです） 

④-1「建設機械の保有一覧表」(提出) 

             ＋ 

④-2不整地運搬車のうち、オフロード車の場合 

・特定自主検査記録表（表・裏面写し提出） 

・所有又はリースの確認ができるもの（契約書、譲渡証明書、販売証明書等）（原本提 

示又は写し提出） 

・建設機械写真（台紙に貼付して提出） 

④-3不整地運搬車のうち、オンロード車の場合 

・特定自主検査記録表（表・裏面写し提出） 

      ・自動車検査証（写し提出） 

      ・リースの場合は、併せてリースの確認ができるもの（原本提示又は写し提出） 

④-4アスファルト・フィニッシャ 

・自動車検査証（写し提出） 

・リースの場合は、併せてリースの確認ができるもの（原本提示又は写し提出） 

Ｄ．⑤は、１部を提出してください。 

Ｅ．⑥は、１部を提示してください。 


